
11月17日（火）第3回地公労交

渉の冒頭、総務部長の方から「昨

日、常総市の災害に対し155億円

の補正予算を組んだが、県財政が

きびしい」「臨時国会が開かれず、

人事院勧告の閣議決定がなされて

いない｣「妥結に至っていない他

県の状況」の3つを理由に地公労

に対して明確な回答ができない旨

の回答があり、12月議会には給与

条例の提案はしないと明言しまし

た。結果的に、12月の差額支給等

給与改善は先送りされます。

地公労は総務部長に対し、国の

動向ではなく人事委員会勧告をも

とに給与改善をはかるのが県当局

の本来の姿であると主張し、条件

がそろい次第速やかに対応するこ

とを求めました。今回の先送りは、

市町村職員や民間労働者に与える

影響も大きくなります。

内閣府が発表した７～9月期の

国内総生産（GDP）は、二期連続

でマイナス成長になっています。

GDPの6割は個人消費ですが、年末

年始の公務労働者の購買意欲はま

すます低下せざるを得ません。

また、今回の問題の根本にある

のは国民生活を無視した安倍政治

の暴走です。「経済の好循環のた

めに労働者の賃上げが欠かせない」

と言いながら、臨時国会を開かず

に国家公務員や地方公務員の賃上

げにストップをかけるというのは

許しがたい政治の怠慢です。「戦

争法」廃案とともに安倍政権ノー

の声を職場の世論にしていく必要

があります。

11月18日の県総合教育会議にお

ける長谷川教育委員の暴言と長谷

川委員の暴言を一部擁護した県知

事の発言に対して抗議と総合教育

会議での真摯な討議を求める要望

書を、茨高教組委員長、障害児学

校部長連名で、11月24日に県知事

と教育長に提出しました。以下は

その全文です。

11月18日の茨城県総合教育会議

における、長谷川教育委員の「障

害のある子どもの出産を減らすこ

とができればいい」との発言は、

①子どもの命を障害で選別し、

②障害のある人の人格を否定し、

③教育費を減らすために生命をコ

ントロールし、④障害児教育の否

定につながる点で、暴言としか言

いようのないものです。

日本政府は昨年（2014年）障害

者権利条約を批准していますが、

同条約の目的である「障害者の固

有の尊厳の尊重」にも反していま

す。障害のある方や家族を含め、

特別支援学校で働く教職員にとっ

ては、日々の生活や仕事を全否定

されたと言ってもよい暴言です。

また、こうした発言が茨城県の

教育方針を検討する茨城県総合教

育会議の中で行われたことに対し

ても、心より抗議するものです。

本来ならば、茨城県総合会議で

は現在の特別支援学校の現状を踏

まえた議論がなされるべきです。

特別支援学校の現状を考えれば、

学校規模の過大過密が大きな問題

です。在籍児童生徒数が増加して

いるにもかかわらず新たな学校が

新設されないため、特別支援学校

の過大過密化が進み、教室不足が

深刻化しています。

教職員の数も増加し、1校に200

人を超える教職員が配置された学

校があり、臨時教職員の配置も学

校により偏りが深刻化しています。

長谷川委員は特別支援学校を視

察して子どもと教職員の多さに驚

いたと言いますが、子どもと教職

員の多さは、新しい学校を作り、

学校を小規模適正化していくこと

でしか解決しません。

総合教育会議では、まさにこう

した特別支援学校の現状を踏まえ

て学校の新設をどのように進める

か、教育条件の整備を実現してい

くかを検討する場でなければなり

ません。

長谷川教育委員を始め、総合教

育会議に出席している各委員に特

別支援学校の現状や課題がどれだ

け情報提供されていたのかも問題

にされなければなりません。

総合教育会議は教育現場の現状
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を共通認識し、議論の出発点にして、

子ども達や保護者の教育要求を如何

に実現していくかが問われています。

長谷川委員や知事の発言に対して、

茨城県ダウン症協会（11月20日に意

見書を提出）など当事者団体をはじ

め、各界からの激しい抗議があり、

その中で「反省」も二転三転（「問

題なし」→「発言撤回」→「辞任」

→「知事の記者会見」２回）してい

ます。

しかし、それらは「反省」に値し

ません。真の反省は、総合教育会議

の中で、特別支援学校の過大過密の

解消のための新設校の設置と教育条

件整備の充実について審議すること

です。

私たちは茨城県教育委員会に強く

抗議し、真摯な反省と対応を望みま

す。

超勤調査を踏まえ時短協議

11月9日（月）に県教委と時短協

議があり、6月の勤務実態調査が資

料として配付されました。80時間以

上は昨年度の調査に比べると減って

いるものの、高校での80時間以上が

239人、100時間以上が77人、150時

間以上が2人となっています。

時短協議では組合側から厚生労働

省の資料を配付し、厚生労働省が月

45時間を超える超過勤務は健康を害

すると制限を加えようとしているこ

とに触れて、月45時間を1つの目安

に超過勤務の縮減・解消に取り組む

ことが重要であると主張しました。

また、超過勤務が多くなり睡眠

時間が短くなって24時間仕事のこと

しか考えないというような状態が続

くと睡眠障害を起こし、メンタルヘ

ルス不全に陥ります。

文科省は2013年の「教職員のメン

タルヘルス対策について」（最終報

告）で、「教職員の精神疾患の増加

は、休職期間中の給与保障や代替教

員等の配置による財政負担も伴うこ

とから、教職員のメンタルヘルス対

策の充実・推進を図ることが喫緊の

課題となっている」と述べています。

メンタルヘルス対策は県財政の面

からも取り組むべきものであること

を職場の管理職、教職員の共通の認

識にしていくことを組合は県教委に

要求しました。

教頭の超勤解消が急務

時短協議の中では、教頭の早出・

夜間勤務が常態化しているのではな

いかということが話題になりました。

これは教育委員会も絡む問題ですが、

調査が多く、調査の集計・報告を教

頭が行っていることが多くなってい

ます。

月45時間を守って、夕方7時には

学校を閉めて教頭も含めて全教職員

が学校を出る、定時退勤日を週1回

作って5時以降は学校に残らない、

そのような職場環境を作っていく必

要があります。

研修レポートを教頭がチェック

時短協議の中で出たのが、研修レ

ポートを教頭がチェックしていると

いう話です。高校教育課の担当者か

らも「私が教頭だった時、若い教員

が研修のレポートができたので見て

くださいと頼まれたことがあった。

初めてのことでびっくりしたが、そ

れは教頭の仕事ではないと言ってレ

ポートはそのまま返した。他の学校

でもそんなことが行われているのか

もしれないが、そんなことをやって

いたら長時間労働はますますひどく

なる｣というような話が出ました。

以前、特別支援学校の青年教員か

ら「新採の時は新採レポートを起案

しなければならず、提出締切が決まっ

ていて非常に大変だった｣というよ

うな話を聞いたこともあります。

管理職による研修レポートのチェッ

クは長時間労働につながるだけでな

く、パワハラの原因にもなり、教職

員のストレス解消のためにもやめる

です。

時短協議の中では、勤務実態調査

を調査だけに終わらせずに、教育委

員会が業務改善のアンケートや要望

集約に取り組み、具体的な職場改善

に取り組むことを要求しました。

全教共済総合共済は、掛け金が

月々600円で、お祝いごとやお悔や

みごとにあわせて定額の給付金があ

ります。20～30代の若い教職員にお

勧めの共済です。また、月々600円

の掛け金は全額退職時に戻ってきま

すので、早めの加入がお得です。

総合共済は、慶事祝金や療養・死

亡見舞金の他に火災・自然災害見舞

金があって、自然災害も給付の対象

になります。

今年9月の常総市の豪雨災害のよ

うな場合でも、全壊・流出には10万

円、半壊には5万円、部分壊には1万

円が給付されます。また、災害救助

法や激甚法などが発令されて避難所

などに避難した場合は、災害見舞金

として5000円が給付されます。

いつ起きるかわからない自然災害

にも総合共済はお得です。
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